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「環境表示ガイドライン」の改定案

に対するパブリックコメント 
注 1：本文書には日本語版と英語版が存在しますが、パブリックコメントとして提出したのは日本語版のみであ

り、英語版はその英訳になります。 

注 2：本文書にあるすべての脚注およびハイパーリンクはパブリックコメントとして提出した文書には含まれて

いません。すべての脚注およびハイパーリンクは、本文書をご覧いただいた方にとって参考となるよう、パブリ

ックコメントの提出後、本文書の公開時にクライアントアースにより付け加えられたものです。 

 

1. 気候変動分野の国際的グリーンウォッシュ動向を踏まえていない 

  該当箇所：第一章 

「環境表示ガイドライン」改定案自体（以下、改定案）に国際的議論や問題事

例の具体的記載がなく、どのような環境表示が国際的にグリーンウォッシュと問題

視されているのかが伝わらず、事業者が改定案に従っても、海外の厳しい監視に対

応できないおそれがある。また、改定案は既存ガイドラインの引用にとどまり、国

際的事例や議論を十分に網羅しているとは言い難い。 

下記で述べるような EUを中心とするグリーンウォッシュの規制強化の国際的

動向を反映した充実したものとなることで、消費者を誤解を招く表示から守り、真

に持続可能な企業が公正に競争できる環境を整え、日本企業が海外市場で競争優位

を確保することが期待される。 

2. カーボンオフセットに関する環境表示 

該当箇所：P.18-20 

  改定案はカーボンオフセットに関する記述を追加しており、国際動向を踏まえ

た点は評価できる。しかし、引用されている既存ガイドライン1はいずれも、カーボ

ンクレジットにより温室効果ガス排出量を相殺し、ネットゼロやカーボンニュート

ラルを実現し得ることを前提としており、サプライチェーン外の排出削減と製品・

役務に関する排出削減は等価ではなく、相殺は不可能とする国際的議論と相容れな

い。国際的には、オフセットに基づくカーボンニュートラル等の主張は、製品・役

務の環境影響について誤解を招くとの見解が標準的であり、EU 指令(EU指令

 
1 「我が国におけるカーボンオフセットのあり方について（指針）第 4版」（環境省、2024年 3月 6

日改訂）、「カーボン・オフセットガイドライン Ver3.0」（環境省、2024年 3月 6日改訂）および

「カーボンフットプリント表示ガイド」（環境省・経済産業省、2025年 2月）が引用されている。 

https://www.env.go.jp/content/000207718.pdf
https://www.env.go.jp/content/000209289.pdf
https://www.env.go.jp/content/000286660.pdf
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2024/825/ECによる改正後 2005/29/EC, Annex I第 4条 c)2でもオフセットによるカ

ーボンニュートラル等の主張は禁止されている3。 

  従って、改定案では既存ガイドラインの引用を削除し、オフセットによるカー

ボンニュートラルやネットゼロ表示が誤解を招くことを明示し、国際的標準及びそ

の解釈に沿ったカーボンオフセットのガイドラインを定めるべきである。  

3. ネットゼロ目標など将来に関する表明 

該当箇所：P.37-38 

  日本でもネットゼロ目標を掲げる企業が増えているが、改定案は将来に関する

企業の表明の表示方法を扱っていない。国際的にはネットゼロ目標を巡る訴訟や当

局調査が相次いでいるにもかかわらず（例えば、世界初のネットゼロ目標を巡る訴

訟となった豪州 Santosの事例4、違法と認められたフランスの事例5、競争当局が動

いたカナダの RBCの事例6など）、改定案では一例も示されていない。EU 指令(EU

指令 2024/825/ECによる改正後 2005/29/EC, 第 6条 2項(d))7は、詳細で現実的な実

施計画に基づかない将来の環境主張は誤解を招くと規定し、オーストラリア ACCC 

も、正当な計画のない野心的目標の明確な主張を避けるべきと指摘している。 

  従って、改定案の「企業姿勢に対する要求事項」には、将来の環境目標を示す

際に、明確・客観的で公開・検証可能な実施計画の存在、予算や技術開発などの裏

 
2  Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 
amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green 

transition through better protection against unfair practices and through better information (“EU指令 

(2024/825)”)、別紙第(2)項。  
3 特に、EU指令( 2024/825)の いわゆる“Whereas” 条項の第 12条では、「気候中立 (“climate 

neutral”)」、「CO2 ニュートラル認証 (“CO2 neutral certified”)」、「カーボンポジティブ (“carbon 

positive”)」、「気候ネットゼロ (“climate net zero”)」、「気候補償 (“climate compensated”)」、「気候への

影響低減 (“reduced climate impact”)」、「CO2 フットプリントの低減 (“limited CO2 footprint”)」が禁止

の例として挙げられている。なお、同条では、「当該禁止措置も企業がカーボンクレジット・プロジ

ェクトを含む環境イニシアチブへの投資を宣伝することを妨げるものではない」ことも明記されてお

り、企業が、製品・役務の取引とは独立して、カーボンクレジットの購入を通じてカーボンクレジッ

ト・プロジェクト等へ貢献したことを表示することは問題ない。 
4 Australasian Centre for Corporate Responsibility v Santos Limited [2026] FCA 96. 本事例の結果とし

ては、Santosのネットゼロ目標は合理的な根拠に基づいている等として ACCRの敗訴となった。 
5 フランスの複数の NGO団体がエネルギー大手の TotalEnergies Electricité et Gaz Franceを訴えた

事例。本事例では、フランスの裁判所は、TotalEnergiesが 2050年までにネットゼロ目標を達成する

というマーケティングは、石油やガスに投資を増加させている事業実態と相容れず、消費者に誤解を

招くものであり違法であると判断した。 
6 本事例では、カナダの競争当局が、ネットゼロ・エミッションを 2050年までに達成するというマ

ーケティングを行ったカナダの大手銀行 Royal Bank of Canadaに対して 2022年に捜査を開始し

た。 
7 EU指令 (2024/825)、第 1条第(2)項(b)。 

https://www.edo.org.au/2021/08/26/world-first-federal-court-case-over-santos-clean-energy-net-zero-claims/
https://www.clientearth.org/latest/press-office/press-releases/historic-win-against-greenwashing-as-court-rules-totalenergies-misled-consumers-on-net-zero/
https://www.reuters.com/world/americas/canadas-watchdog-launches-investigation-into-rbc-over-climate-complaints-2022-10-12/
https://www.accc.gov.au/consumers/advertising-and-promotions/environmental-and-sustainability-claims#toc-principles-for-trustworthy-environmental-claims
https://www.accc.gov.au/consumers/advertising-and-promotions/environmental-and-sustainability-claims#toc-principles-for-trustworthy-environmental-claims
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/eng
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/eng
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/eng
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付け、独立第三者による検証と定期的な進捗監査、を求める旨を盛り込むべきであ

る。  

4. 化石燃料など高汚染製品に対する規制の強化 

該当箇所：P.14-31 

  カーボンオフセットやネットゼロ目標は、化石燃料と組み合わせた環境表示で

特に問題となる。日本では石炭や LNG 依存が依然高く、「カーボンオフセット都市

ガス」「ゼロエミッション火力」「天然ガスはクリーン」などのマーケティングが多

く見られる。これらは、採掘・製造・輸送時の排出8や CCS の技術上の限界を無視

し9、化石燃料が環境に良いかのような誤解を与えかねない。 

  EUでは化石燃料を「高度に汚染性のある（Highly polluted）」と明確に位置付

け10、関連する環境主張は厳格な審査対象となるなど11、国際的に化石燃料の広告規

制は強化されている12。 

  従って、改定案では、基本項目 1 の曖昧な環境主張、基本項目 3 のライフサイ

クル要件において、化石燃料に特化した例示を盛り込み、環境に良い印象を与える

用語との併用が不適切であること、燃焼時のみを強調し上流における排出を無視す

る表示はライフサイクルを考慮していないこと、を明確に注意喚起すべきである。 

5. 企業姿勢、イメージ広告等に対する法規制の欠如 

 
8 例えば、アンモニアの多くは天然ガスから製造されるが、天然ガスの採掘時や輸送時にはメタンガ

ス漏洩の問題があり、ハーバーボッシュ法による場合、製造工程で多くのエネルギーを必要する。ア

ンモニア燃焼時には、温暖化係数が CO2の約 300倍とされる NO2を排出するリスクもある。カー

ボンロックインの懸念について、クライアントアースの日経 GXへの寄稿記事（有料記事）を参照

（全文はこちら）。 
9 例えば、いわゆるブルー水素やブルーアンモニアの製造に用いられる CCSには、CO2を回収・貯

留を行う場合、運搬や貯留場所などに技術的・経済的な課題があり、回収・貯留される CO2の比率

は 100％には程遠いといわれている。また、CCSの設備を稼働するのにも化石燃料が使用され、原

料となる化石燃料を採掘する際にメタンが漏洩することなど、ライフサイクル排出量を考慮する必要

がある。カーボンロックインの懸念について、クライアントアースの日経 GXへの寄稿記事（有料記

事）を参照（全文はこちら）。 
10 欧州委員会、“Commission Notice – Guidance on the interpretation and application of Directive 

2005/29/EC of the European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer 

commercial practices in the internal market”（2021年 12月 29日）、78頁。Commission Noticeは、

EU指令（2005/29/EC）の解釈を補うものとして運用されている。ここでは“Highly polluting 

industries”の注意事項が記載されているが、その例として“fossil gas”が取り挙げられていることか

ら、化石燃料に関わる業界は“Highly polluting industries”であると解釈される。 
11 同上。「“Highly polluting industries”は、裁判所や当局から、その環境主張において、当該製品が環

境に全体として悪影響を及ぼすことを消費者に明確に示すよう求められる場合がある」と示唆してい

る。 
12 フランスでは先駆けて 2022年に化石燃料に関する広告を禁止した。ローカルレベルにおいては、

2026年 2月時点で、50以上の都市が化石燃料の広告を禁止、または禁止を検討しているといわれて

いる 。一方で、日本では化石燃料に対する広告に関して規制する声は聞こえてこない。 

https://eee.tokyo-gas.co.jp/solution/carbon_offset/index.html
https://eee.tokyo-gas.co.jp/solution/carbon_offset/index.html
https://www.jera.co.jp/sustainability/about_zeroemission
https://www.facebook.com/tokyogas.jp/videos/1823253587947849/
https://www.nikkei.com/prime/gx/article/DGXZQOUC147800U5A210C2000000
https://www.clientearth.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/gx%E5%82%B5-%E6%8B%AD%E3%81%88%E3%81%AC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%87%B8%E5%BF%B5/
https://www.nikkei.com/prime/gx/article/DGXZQOUC147800U5A210C2000000
https://www.clientearth.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/gx%E5%82%B5-%E6%8B%AD%E3%81%88%E3%81%AC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%87%B8%E5%BF%B5/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2805%29&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2805%29&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2805%29&qid=1640961745514
https://www.bbc.com/future/article/20260217-the-cities-banning-fossil-fuel-adverts
https://earth.org/amsterdam-florence-become-latest-cities-to-ban-fossil-fuel-ads/
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該当箇所：P. 37-38 

  現行法では、企業姿勢やイメージ広告等の取引に直接関係しない環境表示は規

制対象外であるが、上記 3で取り上げた将来に関する声明や、企業イメージ広告に

おける文言や事業計画が排出削減目標や化石燃料への投資を増加させている事業実

態と相容れない場合13など国際的に重大な問題となっている。日本ではこれを取り

締まる法的枠組みがなく14、企業のイメージ広告に関するグリーンウォッシュが拡

大する懸念が強い。 

  そのため、企業姿勢やイメージ広告に関するガイドラインを強化するととも

に、景品表示法の解釈に明確に取り込むための景品表示法の改正を行うべきであ

る。 

以上 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 上記脚注 5のフランスの事例のほか、例えば、豪州の事例で、石炭採掘会社大手の Glencoreの

2050年までにネットゼロを達成するという脱炭素化計画を発表しながら、実際は石炭の産出を拡大

し続けており、それがグリーンウォッシュに当たるとして、競争当局の ACCCおよび会社・金融市

場等の規制当局である ASICに、そして独立した自主広告規制機関である Ad Standardsに通報され

たものがある。 
14 有価証券届出書や有価証券報告書等における記載などは金融商品取引法による虚偽記載の責任枠組

みが適用されうるが、そうでなければこのような広告を取り締まるのは現行法において難しいと考え

られる。 

https://www.edo.org.au/2022/09/08/edo-assists-clients-to-call-out-mining-giant-glencore-for-potential-greenwashing/
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本書は一般的な情報を提供するために作成されたものであり、法律、専門、金融、投資に関

するアドバイスを提供するものではありません。特定の状況に関しては、専門家のアドバイ

スを受ける必要があります。クライアントアースは、提供する情報が正確であるよう努めま

すが、その正確性については、明示または黙示を問わず、いかなる保証もいたしません。 
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